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別添一覧

（別添１） ＯＳＵ共用でもイノベーションが起こる構図

（別添２） サービス競争によるメリット

（別添３） ＣＡＴＶ事業者の分岐回線利用

（別添４） ＮＴＴ東西殿指摘事項への説明

（別添５） ＯＳＵ共用による早期投資回収の構図

（別添６） 光ファイバ価格カルテル関係報道

（別添７） ＮＴＴ東西殿における構造的問題
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（別添１） ＯＳＵ共用でもイノベーションが起こる構図
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ＮＴＴ

電力系等

ＮＴＴ

電力系等

①ユーザ料金のさらなる低廉化

③サービスの多様化・高度化

多様なプレイヤーの参入により、サービスも多様化・高度化

②ユーザのサービス選択肢の増加

ＯＳＵ共用の実現により参入障壁が解消し、
多くの事業者による多様なサービス提供が実現

Ｄ社

Ｃ社

Ｂ社

Ａ社

限られた選択肢

④地方への光サービス展開の促進

サービス拡大により地方の需要が喚起され採算性向上
⇒ＮＴＴ東西殿管理部門に地方への展開インセンティブが発生

6510円

ＮＴＴ東日本
フレッツ光 戸建て向け
※ＩＳＰ：ぷららの場合
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（別添２） サービス競争によるメリット

ＯＳＵ共用によるコスト低減化

料金低廉化

http://www.paylessimages.jp/detail_af9980020244.html
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（別添３-１） ＣＡＴＶ事業者の分岐回線利用
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波長多重することは技術的に問題ない

フレッツ・テレビ（1555nm）

次世代ブロードバンド技術の利用環境整備に関する研究会 平成19年4月27日より当社作成
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/bbseibi/pdf/070427_2_si1.pdf

（別添３-２） ＣＡＴＶ事業者の分岐回線利用
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（別添４-１） ＯＳＵ共用とサービス多様化・品質確保の問題

（別添４-２） 共同実験で使用した振り分け装置の問題点

（別添４-３） ＯＳＵ共用下での優先制御方法

（別添４-４） サービスポリシーのすり合わせ

（別添４-５） 迅速な新サービス提供

（別添４-６） 故障対応

（別添４） ＮＴＴ東西殿指摘事項への説明
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サービスの多様化や品質の確保はコアネットワークで実現される

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２２頁）

• ＮＴＴ東西殿は、コアネットワークを各社毎で専有することが自由なサービス展開や通信品質の確

保を実現するとしてＯＳＵ専有の必要性を主張しています。

• しかしながら、稼働率の違いが1回線当たりのコストを左右する現在の1芯単位の接続料設定は

市場でシェアをより多く持つ事業者が有利になる構造を作り出すものであり、公正競争の観点か

ら決して望ましいものではありません。

• 実際、英国では、現時点でＢＴと競争事業者が公正且つ経済的に競争できる方法は機能的なア

ンバンドル（Ｖｉｒｔｕａｌ ＵｎＢｕｎｄｌｅｄ Ｌｏｃａｌ Ａｃｃｅｓｓ）による卸提供しかないとの考えから、ＢＴに

対してＶＵＬＡの提供義務を課しており、こうした経済的・技術的観点を踏まえた公正競争環境整

備を重視した考え方こそ、市場成熟度の相違によらず、これから機能分離を徹底する日本におい

ても見習うべきものです。

• なお、サービスの多様性は必ずしもコアネットワークのみに依存するわけではなく、ユーザ料金の設

定やお客様対応、他サービスとの連携等各社の相違工夫により、ＯＳＵを共用したとしてもサービ

ス上の差別化を図ることも可能です。また、品質確保の問題についても技術的解決は可能です。

詳細については次頁以降を参照ください。

ＮＴＴ指摘

弊社見解

（別添４-１） ＯＳＵ共用とサービス多様化・品質確保の問題
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• ソフトバンク殿等が共用実験で利用した振り分け装置は、公平制御を優先して、優先/ベストエフォートを区別せずパケットを破棄す

るため、１Ｇを超えるトラヒックが流入した場合はフレッツ光の帯域確保サービス（ひかり電話、地デジ等）が提供できなくなる。

• ベストエフォートも公平制御の対象となるため、地デジＩＰ再送信を提供していると１Ｇ高速ベストエフォートサービスが提供できなくな

る。

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２３頁）

（別添４-２） 共同実験で使用した振り分け装置の問題点

ＮＴＴ指摘

• ＮＴＴ東日本殿ヒアリング資料２３頁には、１Ｇを超えるトラヒックが流入した場合、振り分け装置が公平制御を優先し、優先/ベスト

エフォートに限らずパケットを破棄するとの記載がありますが、弊社共が行ったＯＳＵ共用検証実験ではその様な公平制御を想定し

ておらず、ユーザ単位で公平性を担保する方法をとっています。(詳細については参考資料①を参照願います。)

• ＮＴＴ西日本殿のサービスイメージ※では１Ｇｂｐｓユーザも１００Ｍｂｐｓ等の他ユーザと同一のＯＳＵに収容されていると考えられま

す。その場合、１Ｇｂｐｓユーザは、他のユーザの通信状況によって、「実質１Ｇｂｐｓの速度を提供できない」ことになります。また、Ｎ

ＴＴ東西殿においても、複数のユーザに対して優先制御等の運用をされていると思いますが、脚注にも「インターネットご利用時の

速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況（地デジＩＰ再送信サービス等提供エリアでは、常に地デジＩＰ再送信サービス等の

通信を行っている場合があり、また、同エリアは変更される可能性があります。）、ご利用時間帯、セキュリティ機能のご利用状況に

よっては、数Ｍｂｐｓになる場合があります。」とあることから、そもそもＮＴＴ東西殿においても実質１Ｇｂｐｓの速度は提供できませ

ん。このため、「実質１Ｇｂｐｓの速度を提供できない」ことはＯＳＵ共用が要因ではないと考えます。

• ＯＳＵ共用で複数事業者のユーザが存在しても、ＮＴＴ東日本殿ヒアリング資料２３頁のような事業者均等帯域割り当てを行う必要

はなく、現在ＮＴＴ東西殿が自社利用部門ユーザに対して適用している音声や映像に係るパケットを優先的に取り扱うといった優

先制御等のルールを公平に適用することで問題ないと考えます。

• なお、弊社共の実証実験においては、０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスのような帯域確保サービスの優先パケットは破棄せず、各ユーザの

ベストエフォートパケットをそれぞれ均等に破棄するといった、よりユーザ間の公平性を確保した方法を検証済みです。

※ http://www.ntt-west.co.jp/news/1004/100420Ａ_1.html

弊社見解
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ユーザＡ
優先パケット

ユーザＣ
優先パケット

ユーザＡ
ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ
パケット

ユーザＢ
ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ
パケット

ユーザＣ
ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ
パケット

事業者
振り分け

装置

1Ｇｂｐｓから
溢れる
ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ
パケットを
均等に破棄

インターネット

２００Ｍ

（ベストエフォート）

0ＡＢ-ＪＩＰ電話

（帯域確保サービス）

地デジ

インターネット

１００Ｍ

（ベストエフォート）

ＷｉＦｉ／フェムトセル(０９０)

インターネット

１Ｇ

（ベストエフォート）

0ＡＢ-ＪＩＰ電話

（帯域確保サービス）

ユーザＡ
（Ａ社利用）

ユーザＣ
（Ｃ社利用）

ユーザＢ
（Ｂ社利用）

各社ネットワーク

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

地デジが見られる

携帯が快適に使える

ダウンロードが速い

ユーザ単位で最低利用帯域を確保

・帯域確保サービスのパケットは優先制御するため地デジ、０ＡＢ-ＪＩＰ電話に支障なし。
・最低帯域保証でベストエフォートパケットも一定速度を保つことが可能。
・ダウンロード速度はフレッツと同様に、他ユーザが使っていない帯域を最大限利用可能。

参考資料①

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog-imgs-38-origin.fc2.com/m/a/c/macbook/ipad01.jpg&imgrefurl=http://macbook.blog83.fc2.com/blog-entry-532.html&usg=__p2KglfNZkyslGOOTWUdJLe9T53A=&h=400&w=600&sz=64&hl=ja&start=4&sig2=Ks7maXhdv7W68vEuhkAnTg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cdJckEy30suyPM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dipad%26um%3D1%26hl%3Dja%26sa%3DN%26rlz%3D1I7GGLD_ja%26tbs%3Disch:1&ei=tVNqTd--CojKcY3v4YYL
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img3.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/89/00/umasan_2/folder/23081/img_23081_34451976_0%3F1297521143&imgrefurl=http://blogs.yahoo.co.jp/umasan_2/34451976.html&usg=__KomJOU6_EqPhjvMmbkVLwYstYCM=&h=480&w=640&sz=22&hl=ja&start=20&sig2=3eR-jR2_ETVtJD0g57322Q&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=RvNwecmhnDNiGM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dyoutube%26um%3D1%26hl%3Dja%26rlz%3D1I7GGLD_ja%26tbs%3Disch:1&ei=N1RqTYCjOcPKcPn5tIkL
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog-imgs-38-origin.fc2.com/m/a/c/macbook/ipad01.jpg&imgrefurl=http://macbook.blog83.fc2.com/blog-entry-532.html&usg=__p2KglfNZkyslGOOTWUdJLe9T53A=&h=400&w=600&sz=64&hl=ja&start=4&sig2=Ks7maXhdv7W68vEuhkAnTg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cdJckEy30suyPM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dipad%26um%3D1%26hl%3Dja%26sa%3DN%26rlz%3D1I7GGLD_ja%26tbs%3Disch:1&ei=tVNqTd--CojKcY3v4YYL
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• ＮＴＴ東西殿は、「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する当社意見」(平成１９年１１月１６日)にお

いて、「ＯＳＵ共用時の帯域制御ができない」と主張していましたが、今回の議論（ＮＴＴ東日本殿ヒアリング資

料２４頁）において「費用をかければ技術的には実施可能」と前言を撤回しました。このことは、本件の議論を前

進させるものであり評価できます。

• そのＮＴＴ東日本殿ヒアリング資料２４頁中に、制御用ネットワークの開発、構築に膨大な費用がかかるとの記

載がありますが、「優先制御付きの事業者振り分け装置」については、参考資料②に示すとおり同等の機能を

有する装置についての記載があり、当該装置を利用すれば大規模な開発は不要と考えます。ＮＴＴ法第３条に

は「電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展

に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない」とあることから、ＯＳＵ共用に是非そ

の成果を活かしていただくべきと考えます。

• また、振り分け装置の導入台数等も提示いただいていることから、ＯＳＵ共用の実現に向けて具体的な金額の

算出を行っていただくことを希望します。それら費用はＯＳＵ共用で接続する事業者で按分すれば１社当たりの

費用は軽減されます。その費用によってＦＴＴＨサービスへの新規参入が可能になるのであれば、事業者にとっ

ては有益な投資と考えられます。

• 以上のように、ＯＳＵ共用実現に向け具体的な議論を進めさせていただくことを望みます。

優先制御のためには、振り分け装置を開発し、各社のＩＰネットワークのパケットを一元的にコントロールする新たな

制御用ネットワークを構築する必要があるが、膨大な費用がかかる。

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２４頁・参考資料４頁）

弊社見解

（別添４-３） ＯＳＵ共用下での優先制御方法

ＮＴＴ指摘
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つくばフォーラム２００９公演内容

「複数のＯＬＴを集約する大容量・高機能の集線スイッチを開発、導入することにより、柔軟なネットワーク構

成を実現しています。集線スイッチを介して、サービスノードと回線との接続を柔軟にすることで、より一層の

最低帯域確保、優先制御、未使用帯域の有効活用が可能になります」

参考資料②

※ 「 ＮＴＴ技術ジャーナル２０１０.２号」 http://www.ntt.co.jp/journal/1002/files/jn201002048.pdf
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• 現状、ＮＴＴ東西殿は利用部門と管理部門が合意したサービスポリシーに基づき、管理

部門が設備構築・運営を行っているものと理解しています。ＮＴＴ東西殿とＯＳＵを共用

する場合、その利用部門と管理部門との間で合意されているサービスポリシーを接続事

業者が受け入れれば、各社のポリシーのすり合わせを行う必要はないものと考えます。

• そもそも機能分離では、ＮＴＴ東西殿利用部門と接続事業者との取扱いの同等性確保

が基本原則であり、ＮＴＴ東西殿の利用部門と管理部門の間で運用されているサービス

ポリシーが接続事業者にも同等に適用されることは当然のことです。

• また、これによりＮＴＴ東西殿利用部門と接続事業者との間においてサービス開始時期

の同等性も確保されるという効果も生まれます。（例えば、ＮＴＴ東西殿利用部門が２０

０Ｍｂｐｓ（ベストエフォート）の提供を開始する場合、接続事業者は同様のサービスを同

時期に提供することができます）。

各事業者間で異なるサービスポリシーをすり合わせることは困難

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２５頁）

弊社見解

（別添４-４） サービスポリシーのすり合わせ

ＮＴＴ指摘
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• サービスの速度アップや新サービスの提供等、新しいＯＳＵを導入する際には、ＮＴＴ東
西殿自身が以下のような提供方法を採用しているものと理解しています。

①既存のＯＳＵはそのまま維持し続け、その利用者も維持
②並行して新しいＯＳＵを別途導入し、新サービスとして提供

• すなわち、既存の利用者全員を一旦切断し、ＯＳＵを入れ替えるような導入方法はとら
れておらず、このことは①の既存ＯＳＵを複数事業者で共有していることが②の新しい
ＯＳＵの円滑な導入を妨げることにはならないことを意味しています。

• したがって、ＯＳＵ共用が速度アップや新サービスの提供を困難とするという指摘はあた
りません。

• 詳細については、参考資料③を参照願います。

弊社見解

新サービスの迅速な提供が困難（将来のイノベーションを阻害）

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２６頁）

（別添４-５） 迅速な新サービス提供

ＮＴＴ指摘
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新サービスの迅速な提供は可能

ＮＴＴ
利用部門

接続事業者

ＯＳＵ

ＳＷ

新
設
備

新
設
備

ＯＳＵ共用時も
同じフローで設備更改可能

現状 ＯＳＵ共用

利用部門

1. 新ＯＳＵ、回線等準備

2. 新ＯＳＵ、回線等利用開始

3. ユーザのニーズに応じ、
新ＯＳＵでのサービス提供

機能分離であれば、ＮＴＴ管理部門は
ＮＴＴ利用部門と接続事業者に
同一条件でサービス提供する必要あり

新ＯＳＵ

新規ユーザ既存ユーザ 新規ユーザ既存ユーザ

参考資料③

ＯＳＵ 新ＯＳＵ
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• ＮＴＴ東日本殿主張では、一元的にユーザ対応を実施することとされていますが、その一方でＯＳＵ

共用時には接続事業者を交えたより細かい故障対応フローが必要になるとされています。

• しかしながら、現在でもＮＴＴ東西殿管理部門･利用部門間で一定のファイヤーウォールが設定され

ているはずであり、ＯＳＵを共用した場合、同等性確保の観点からＮＴＴ東西殿利用部門のユーザ

も接続事業者のユーザも同等に扱われるべきです。従って、ＯＳＵを共用したとしても新たな対応が

必要になるとは考えられません。

• そもそも機能分離では、ＮＴＴ東西殿利用部門と接続事業者との取扱いの同等性確保が基本原

則であり、ＮＴＴ東西殿の利用部門と管理部門の間で運用されている故障対応フローが接続事業

者にも同等に適用されることは当然のことです。

• なお、ＯＳＵ共用下でのヘビーユーザ対応等についても同様にＮＴＴ東西殿管理部門・利用部門間

で定める運用ルールを接続事業者にも適用することで問題なく対処できるものと考えます。

• 詳細については、参考資料④を参照願います。

故障対応等のお客様サービスレベルが低下する

（「ＮＴＴ東・西合同ヒアリング資料」（平成２３年２月２２日）２７頁）

弊社見解

（別添４-６） 故障対応
ＮＴＴ指摘
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機能分離後
（管理・利用部門の明確化）

現状（？）

（利用部門）

管理部門への連絡

（利用部門へ）

管理部門
対応可

管理部門対応不可

（管理部門）

（管理部門）

（管理部門→利用部門）
（利用部門→管理部門

→利用部門）

（利用部門）

（利用部門）

（利用部門・接続事業者）

管理部門への連絡

管理部門
対応可

管理部門対応不可

（管理部門）

（管理部門）

（利用部門
接続事業者）

利用部門
接続事業者

→管理部門→
利用部門
接続事業者

利用部門
接続事業者

→管理部門→
利用部門
接続事業者

（利用部門
接続事業者へ）

（利用部門
接続事業者）

ＯＳＵ共用
（利用部門と接続事業者の

同等性確保）

故障対応フロー比較サマリー

部門間調整 事業者間調整

※ ＮＴＴ西日本「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する意見」（平成１９年１１月１６日）より当社作成

フローに相違なし

参考資料④-１
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ＮＴＴ主張による、ＮＴＴ社内一元化対応フロー
（現状のフロー？）

故障対応フロー詳細

※ ＮＴＴ西日本「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する意見」（平成１９年１１月１６日）より当社作成

参考資料④-２
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ＮＴＴ主張による、ＯＳＵ共用時の対応フロー
故障対応フロー詳細

※ ＮＴＴ西日本「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する意見」（平成１９年１１月１６日）より当社作成

参考資料④-３
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（利用部門）

管理部門への連絡

（利用部門へ）

管理部門
対応可

管理部門対応不可

（管理部門）

（管理部門）

（管理部門→利用部門）
（利用部門→管理部門

→利用部門）

（利用部門）

（利用部門）

利用部門

利用部門

利用部門

②管理部門への連絡

管理部門対応可

管理部門対応不可

⑫故障管理
完了通知

①故障申告
ユーザＡ

利用部門

管理部門

⑤故障切分実施確認
⑥利用部門ユーザ了解受領

ⅱ

利用部門

利用部門

利用部門

管理部門

ＮＴＴ利用部門とＮＴＴ管理部門間の対応フローは、
ＯＳＵ共用時の対応フローと同等

故障対応フロー詳細

※ ＮＴＴ西日本「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する意見」（平成１９年１１月１６日）より当社作成

参考資料④-４



20

（利用部門・接続事業者）

管理部門への連絡

管理部門
対応可

管理部門対応不可

（管理部門）

（管理部門）

（利用部門
接続事業者）

利用部門

利用部門・接続事業者
ユーザn

利用部門

②管理部門への連絡

管理部門対応可

管理部門対応不可

⑫故障管理
完了通知

①故障申告
ユーザＡ

管理部門

利用部門
接続事業者

⑤故障切分実施確認
⑥利用部門・接続事業者
ユーザ了解受領

ⅱ

利用部門
接続事業者

→管理部門→
利用部門
接続事業者

利用部門
接続事業者

→管理部門→
利用部門
接続事業者

（利用部門
接続事業者へ）

（利用部門
接続事業者）

利用部門・接続事業者
ユーザａ

⑩修理＋試験
⑪回復

利用部門・接続事業者

ユーザm

利用部門
接続事業者

利用部門
接続事業者

利用部門
接続事業者 管理部門

ＮＴＴ利用部門と接続事業者は、
機能分離では同じ対応フロー

故障対応フロー詳細参考資料④-５

※ ＮＴＴ西日本「次世代ネットワークの接続ルールの在り方に関する意見」（平成１９年１１月１６日）より当社作成
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１．現状
２．ＮＴＴ東西殿を含む

ＯＳＵ共用の実現

ＯＳＵ ＯＳＵ

スプリッタ

ＯＳＵ

スプリッタスプリッタ

ＯＳＵ

スプリッタ

３．コスト低廉化

４．ユーザ料金低廉化 ５．需要喚起

ＯＳＵ

スプリッタ

ＯＳＵ

スプリッタ

全体コスト：２芯分
平均コスト：２芯分÷４回線

新規需要

ＮＴＴ東西殿 接続事業者

全体コスト：１芯分
平均コスト：１芯分÷４回線

ユーザ料金

ＯＳＵ

×
スプリッタ

ＯＳＵ

６．収入増による
投資回収早期化

（別添５） ＯＳＵ共用による早期投資回収の構図
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２０１０年４月１５日
朝日新聞 朝刊１面

（別添６） 光ファイバ価格カルテル関係報道
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利用部門

ＮＴＴ東西殿

接続事業者

接
続
料
支
払

内
部
取
引

会社としての収益

接続料を
高めた方が
会社全体の
収益は向上

接続料を高止まりさせるインセンティブが働く

他社接続料 自社接続料

キャッシュの
やり取りは
発生しない

（別添７） ＮＴＴ東西殿における構造的問題
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